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企業会計基準委員会（ASBJ）/財務会計基準

機構（FASF）設立10周年にあたり与えられた

執筆の機会に、その誕生から今日までの重要な

出来事のうち、強く印象に残っていることを書

かせて頂く。

ASBJの設置・運営を主目的とするFASFの

設立（2001年7月）は、民間10団体（経済団

体連合会・日本公認会計士協会・全国証券取引

所協議会・日本証券業協会・全国銀行協会・生

命保険協会・日本損害保険協会・日本商工会議

所・日本証券アナリスト協会・企業財務制度研

究会）により、主務官庁の設立許可を得て、行

われた。

政府（旧大蔵省/現金融庁）の企業会計審議

会に代わって会計基準の開発を行うASBJ設置

の契機は、海外にあった。すなわち、従来の国

際会計基準委員会（IASC）から国際会計基準

委員会財団（IASCF）と国際会計基準審議会

（IASB）への改組（2001年 4月）に際して、

加盟国の基準設定主体は民間組織でなければな

らないと伝えられたことによる。ASBJ/FASF

の設立は、政府（金融庁）の関係法令との繋が

りの無いままに行われた。この点、フランスや

ドイツを見れば、日本は真正直すぎたのではな

いかと思われる。

2002年2月、企業会計基準第1号「自己株

式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」

が公表された。これは、2001年6月商法改正

により株式会社の資本制度が大幅に規制緩和さ

れたことに対して、企業会計の立場から必要な

会計処理を定めたものである。この問題はまず

企業会計審議会企画調整部会で意見交換が行わ

れ、これを基にASBJで検討を重ねて企業会計

基準第1号は策定された。これはASBJの始動

期らしい過程であった。

同年3月、金融庁は事務ガイドライン「『自

己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基

準』の取扱いについて」を公表し、同基準は

「証券取引法の規定の適用に当たっては、『一般

に公正妥当と認められる企業会計の基準』とし

て取扱い」云々とした。

同年5月、民間９団体（前記10団体から解

散した企業財務制度研究会を除く）は連名で、

「（財）財務会計基準機構・企業会計基準委員会

から公表される企業会計基準等の取扱い（準拠

性）について」を公表し、「企業会計基準委員
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特集 ASBJ／FASF設立10周年

会から公表される企業会計基準は、所要の手続

きを経て、一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準となるので、私ども設立団体の構成員、

会員等をはじめとする市場関係者にとっても、

それに準拠し、あるいは判断の拠り所となる企

業会計上の規範であります」とした。

このように、企業会計基準第1号の取扱いに

ついて、金融庁の事務ガイドラインが公表され

ているにも関わらず、民間9団体によっていわ

ば後援声明が行われた。これは、事務ガイドラ

イン（官報掲載外）の法的確実性に不安があっ

たからに違いない。

金融庁はその後も、ASBJが公表する個々の

企業会計基準について、それぞれ事務ガイドラ

インを公表して、法令上の位置づけ（いわば認

知）を行ってきた。この方式は2009年4月ま

で行われたが、同年12月、法的確実性にまさ

る金融庁告示（官報掲載）による方式に変更さ

れた。これには次の事情があった。

2009年6月企業会計審議会公表の「我が国

における国際会計基準の取扱いに関する意見書

（中間報告）」に沿って、金融庁は国際会計基準

（IFRS）の限定的な任意適用を 2010年 3月期

決算から認めた。これに合わせて金融庁は、連

結財務諸表規則等の改正を行い、IFRSの法令

上の取扱いを金融庁告示によって明示すること

にした。そして同様に、ASBJが公表する企業

会計基準についても、告示方式へと変更したの

である。

FASFの財政は、加盟会員（法人会員、個人

会員）の年会費によってそのほとんどが賄われ

る。このため、とくに上場会社は全社加入が目

標とされてきた。2011年3月末におけるその

加入率は、全上場会社の90％、一部上場会社

及び東証全上場会社では99％に達している。

しかし設立当初の2002年3月末の加入率は全

上場会社の29％に過ぎず、したがって大変な

財政難であった。当時の理事長・事務局長の苦

労は、並大抵のものではなかった。

2002年1月、FASF理事長名で「財務会計基

準機構へのご加入のお願い」文書が、相当範囲

の大学教員および学会にも郵送された。これに

は、「ご参考」として「入会に伴う会員のメリッ

ト」（2001年11月付け文書）が同封されてい

た。会員は、FASFのホームページ（会員用サ

イト）からASBJおよびIASBの詳細検討状況・

資料等をタイムリーに入手できること、ASBJ

の刊行物を無料で入手できること、講演会・セ

ミナー等に原則として無料で参加できることが、

そこに書かれていた。当時は、公表された企業

会計基準でさえ、会員以外はホームページで見

ることはできなかった。

個人会員としての加入は個人の自由であるが、

法人会員としての学会の加入となると、学会に

よって問題となった。日本会計研究学会では、

当時の会長が加入手続きを行ってから、理事会

にその事後承認を求めた。しかし、理事会は紛

糾し、最後は採決の結果、圧倒的多数で加入案

は否決された。主な理由としては、第一に、当

学会の会員には財務会計以外の研究者も多いこ

とから、会員の会費をFASFに継続的に使うこ

とには問題があること。第二に、当学会は研究

を専らとする団体であり、FASFのような団体

へ醵金することには、筋合いの問題があること

である。

2009年11月、FASFは財団法人から公益財

団法人へ移行した。従来の寄附行為は改正され

て定款となったが、その内容、とくに目的（第
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3条）に注目すべき変化があった。それは、第

一の目的について、従来は「一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準の調査研究・開発」

としていたが、これを「一般に公正妥当と認め

られる会計基準の調査研究・開発」と変更した

こと。併せて、目的の一つである「ディスクロー

ジャー制度其の他企業財務に関する諸制度の調

査研究」を、「ディスクロージャー及び会計に

関する諸制度の調査研究」へと変更したことで

ある。事業（第4条）の記載もこれに合わせて

改められた。

要するに、調査研究・開発の範囲が、「企業

会計の基準」から「会計基準」へと拡大し、併

せて、「企業財務に関する諸制度」から「会計

に関する諸制度」へと変更されたのである。こ

の定款変更を審議した理事会・評議員会合同会

議（2008年12月）において、変更理由として

事務局から、「公会計、会計と税務の調整等に

関する事業を追加する」旨の説明がなされてい

る。すなわち、「企業会計」「企業財務」から、

公会計等まで含む「会計」への範囲拡大が行わ

れたのである。

この拡大には、企業会計の（他の会計領域へ

の）一般化傾向の他に、IFRSを巡る当時の国

内外の動向から、FASFの将来に向けて事業拡

大余地の必要などの要因が考えられる。会計基

準を開発する委員会は未だ企業会計基準委員会

（ASBJ）だけであるが、財団の名称は当初から

「財務会計基準機構（FASF）」である。この財

団名は、定款変更による事業拡大の可能性を見

越していたのかもしれない。もしそうなら、先

見性に脱帽である。
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